
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�

議
員

米
国
に
端
を
発
し
た

金
融
不
安
は
日
本
経
済
に
も

波
及
し
、
景
気
後
退
は
地
方

自
治
体
に
も
影
響
す
る
も
の

と
考
え
る
が
、
本
市
の
二
十

年
度
当
初
予
算
に
対
す
る
歳

入
の
見
込
み
を
伺
い
た
い
。

市
長

歳
入
の
根
幹
で
あ
る

市
税
に
つ
い
て
は
、
法
人
市

民
税
が
減
収
と
な
る
が
、
固

定
資
産
税
の
償
却
資
産
で
同

程
度
の
増
収
が
見
込
ま
れ
る

た
め
、
歳
入
全
体
で
も
当
初

予
算
額
を
確
保
で
き
る
も
の

と
見
込
ん
で
い
る
。

議
員

今
回
の
景
気
後
退
に

よ
り
、
今
後
歳
入
は
減
少
す

る
と
考
え
る
が
、
二
十
一
年

度
の
歳
入
は
ど
の
よ
う
に
見

込
ん
で
い
る
の
か
。

市
長

二
十
一
年
度
は
二
十

年
度
と
比
較
し
て
、
景
気
の

状
況
な
ど
か
ら
個
人
市
民
税
、

法
人
市
民
税
な
ど
市
税
全
体

で
約
二
〇
億
円
、
ま
た
国
や

県
か
ら
の
交
付
金
も
減
収
が

見
込
ま
れ
、
歳
入
全
体
で
は

約
七
一
億
円
の
減
収
と
な
る

見
込
み
で
あ
る
。

議
員

こ
の
よ
う
な
中
、
財

源
は
自
ら
確
保
す
る
こ
と
が

重
要
と
考
え
る
が
自
主
財
源

の
確
保
に
対
す
る
考
え
を
聞

き
た
い
。

市
長

十
九
年
度
決
算
で
は

自
主
財
源
の
う
ち
、
市
税
や

使
用
料
及
び
手
数
料
が
六
割

強
を
占
め
て
お
り
、
収
納
率

は
市
税
が
九
四
・
〇
％
、
使

用
料
及
び
手
数
料
が
九
二
・

八
％
と
な
っ
て
い
る
。
今
後

の
自
主
財
源
の
確
保
に
は
、

収
納
率
の
向
上
が
不
可
欠
と

考
え
て
い
る
。

議
員

二
十
一
年
度
の
予
算

編
成
方
針
を
聞
き
た
い
。

市
長

ひ
ら
つ
か
協
働
経
営

プ
ラ
ン
二
〇
〇
八
お
よ
び
財

政
健
全
化
プ
ラ
ン
を
踏
ま
え
、

成
果
重
視
の
行
政
運
営
を
目

指
し
つ
つ
、
平
塚
市
総
合
計

画
の
各
施
策
を
推
進
し
、
次

な
る
施
策
展
開
へ
つ
な
げ
て

い
く
重
要
な
年
と
し
て
い
る
。

議
員

二
十
一
年
度
は
三
年

間
で
取
り
組
む
総
合
計
画
第

一
次
実
施
計
画
の
最
終
年
度

で
あ
る
。
こ
の
実
施
計
画
の

総
事
業
費
は
一
般
会
計
で
約

三
〇
〇
億
円
、
特
別
会
計
で

約
九
四
億
円
と
聞
く
が
、
計

画
の
す
べ
て
を
推
進
す
る
予

算
編
成
は
可
能
な
の
か
。

企
画
部
長

二
十
一
年
度
は

多
額
の
財
源
不
足
が
見
込
ま

れ
る
状
況
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

実
施
計
画
事
業
の
縮
小
、
先

延
ば
し
を
前
提
と
し
た
予
算

編
成
と
な
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。

議
員

平
成
二
十
年
九
月
定

例
会
の
閉
会
か
ら
現
在
ま
で

の
間
に
、
新
庁
舎
な
ど
三
施

設
の
大
型
建
設
事
業
の
基
本

構
想
や
一
部
の
整
備
方
針
が

公
表
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
に

よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
総
事
業

費
約
三
五
七
億
円
を
ほ
ぼ
同

時
期
に
支
出
す
る
こ
と
に
な

る
が
、
各
整
備
費
を
考
慮
し

た
長
期
の
財
政
見
通
し
を
伺

い
た
い
。

市
長

平
成
二
十
年
九
月
定

例
会
で
は
平
成
二
十
年
中
に

示
す
こ
と
と
し
て
い
た
が
、

二
十
一
年
度
当
初
予
算
が
市

税
を
は
じ
め
想
定
を
大
き
く

超
え
る
減
収
を
見
込
む
状
況

で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
具

体
的
な
見
通
し
が
公
表
で
き

な
い
状
態
で
あ
る
。

議
員

長
期
の
財
政
見
通
し

は
毎
年
度
公
表
す
べ
き
と
考

え
る
が
見
解
を
聞
き
た
い
。

市
長

長
期
財
政
見
通
し
は

毎
年
度
試
算
し
て
い
る
が
、

数
値
に
未
確
定
な
要
素
が
多

い
た
め
、
こ
れ
ま
で
公
表
し

て
い
な
い
。
三
か
年
を
単
位

と
し
た
財
政
見
通
し
に
つ
い

て
は
、
総
合
計
画
実
施
計
画

の
事
業
に
合
わ
せ
て
今
後
も

公
表
し
て
い
き
た
い
。

議
員

本
市
は
、
平
成
二
十

年
十
月
に
平
塚
市
新
庁
舎
建

設
基
本
構
想
を
策
定
し
、
今

後
設
計
者
の
選
定
作
業
な
ど

を
予
定
し
て
い
る
が
、
そ
の

方
法
を
伺
い
た
い
。

副
市
長

選
定
方
法
に
つ
い

て
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て

の
設
計
者
を
選
ぶ
公
募
型
プ

ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
を
採
用
す

る
。
そ
の
手
順
は
、
ま
ず
設

計
委
託
業
務
の
概
要
や
選
定

の
評
価
基
準
な
ど
を
公
表
し
、

希
望
者
を
募
集
す
る
。
そ
の

後
、
判
断
基
準
に
沿
っ
て
五

者
程
度
に
選
定
し
た
後
、
そ

の
設
計
者
に
技
術
提
案
を
求

め
、
合
わ
せ
て
ヒ
ア
リ
ン
グ

を
実
施
し
、
一
者
に
特
定
す

る
も
の
で
あ
る
。

議
員

よ
り
よ
い
建
築
物
の

建
設
に
は
設
計
者
の
選
定
が

重
要
と
考
え
る
が
、
そ
の
よ

う
な
手
順
で
最
適
な
設
計
者

の
選
定
が
可
能
な
の
か
。

副
市
長

特
定
の
テ
ー
マ
に

関
す
る
技
術
提
案
や
ヒ
ア
リ

ン
グ
に
よ
り
、
業
務
へ
の
取

り
組
み
姿
勢
な
ど
設
計
者
の

資
質
の
見
極
め
が
可
能
と
な

る
。
ま
た
業
務
実
績
等
の
条

件
も
設
定
し
た
た
め
、
優
秀

な
設
計
者
の
応
募
が
得
ら
れ
、

最
適
な
パ
ー
ト
ナ
ー
が
選
べ

る
も
の
と
考
え
る
。

議
員

他
市
の
庁
舎
建
設
で

は
、
庁
舎
に
最
先
端
の
機
能

を
提
案
し
て
い
る
事
例
も
あ

る
が
、
市
と
し
て
考
え
て
い

る
新
庁
舎
の
イ
メ
ー
ジ
を
ど

の
よ
う
に
設
計
者
に
反
映
さ

せ
る
考
え
か
。

副
市
長

現
在
、
基
本
構
想

の
基
本
理
念
や
基
本
方
針
を

実
現
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的

な
考
え
と
な
る
基
本
計
画
を

作
成
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
が

新
た
な
庁
舎
の
イ
メ
ー
ジ
に

つ
な
が
る
も
の
と
考
え
る
。

ま
た
、
最
適
な
設
計
者
の
選

定
に
よ
り
、
建
築
主
の
意
向

を
建
築
設
計
に
最
大
限
に
反

映
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、

種
々
の
機
能
を
備
え
た
庁
舎

に
な
る
も
の
と
考
え
る
。

議
員

国
合
同
庁
舎
と
の
一

体
的
整
備
に
向
け
た
国
と
の

取
り
組
み
状
況
を
聞
き
た
い
。

副
市
長

平
成
二
十
年
十
月

に
本
市
と
国
土
交
通
省
関
東

地
方
整
備
局
等
で
構
成
す
る

「
平
塚
市
新
庁
舎
建
設
に
伴

う
国
合
同
庁
舎
一
体
的
整
備

連
絡
協
議
会
」を
設
置
し
た
。

こ
の
協
議
会
で
の
協
議
内
容

は
庁
舎
の
整
備
概
要
、
一
体

的
整
備
の
基
本
方
針
、
土
地

の
賃
貸
借
契
約
に
関
す
る
こ

と
な
ど
で
あ
る
。

議
員

連
絡
協
議
会
で
の
こ

れ
ま
で
の
協
議
内
容
を
聞
き

た
い
。

副
市
長

連
絡
協
議
会
で
は
、

こ
れ
ま
で
設
計
者
選
定
業
務

の
役
割
分
担
に
つ
い
て
協
議

し
、
設
計
者
選
定
業
務
に
関

す
る
協
定
書
を
締
結
し
た
。

現
在
こ
の
協
定
に
沿
っ
て
選

定
手
続
き
を
進
め
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

議
員

本
市
は
限
ら
れ
た
敷

地
を
国
に
提
供
し
て
整
備
を

行
う
が
、
国
へ
の
貸
付
料
に

つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
方
針

で
検
討
し
て
い
く
の
か
。

副
市
長

民
間
の
不
動
産
取

引
の
事
例
を
参
考
に
す
る
な

ど
、
今
後
貸
付
け
要
綱
の
中

で
貸
付
料
の
算
定
方
法
を
定

め
、
本
市
が
算
定
し
た
貸
付

料
で
契
約
で
き
る
よ
う
、
国

と
協
議
し
て
い
き
た
い
。

議
員

民
間
企
業
の
経
営
能

力
を
行
政
運
営
に
生
か
し
、

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
向
上

を
目
的
と
す
る
指
定
管
理
者

制
度
が
導
入
さ
れ
て
数
年
が

経
過
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
の

導
入
成
果
を
聞
き
た
い
。

企
画
部
長

施
設
の
管
理
運

営
に
関
す
る
経
費
の
削
減
効

果
の
ほ
か
、
馬
入
サ
ッ
カ
ー

場
で
は
休
館
日
を
開
放
す
る

な
ど
利
用
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充

が
図
ら
れ
た
。
ま
た
施
設
の

修
繕
等
に
つ
い
て
も
、
よ
り

迅
速
な
対
応
が
可
能
と
な
っ

た
こ
と
で
あ
る
。

議
員

今
定
例
会
で
も
指
定

管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
提

案
さ
れ
て
い
る
が
、
本
市
に

お
け
る
こ
の
制
度
の
課
題
を

伺
い
た
い
。

企
画
部
長

導
入
す
る
施
設

の
特
性
に
も
よ
る
が
、
一
件

の
公
募
に
対
し
て
一
も
し
く

は
二
、
三
団
体
の
応
募
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
課
題

だ
と
認
識
し
て
い
る
。

議
員

こ
の
課
題
に
今
後
ど

う
対
応
し
て
い
く
考
え
か
。

企
画
部
長

制
度
導
入
に
よ

る
効
果
を
指
定
管
理
者
と
な

る
事
業
者
等
と
共
に
享
受
で

き
る
よ
う
、
利
用
料
金
制
の

活
用
な
ど
応
募
者
に
と
っ
て

魅
力
の
あ
る
募
集
要
項
を
検

討
し
、
応
募
団
体
数
の
増
加

を
図
る
こ
と
で
競
争
を
生
み

出
し
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
と
経
費
の
縮
減
な
ど
を
図

っ
て
い
き
た
い
。

今
定
例
会
の
総
括
質
問
で
は
、
平
塚
駅
北
口
駅
前
広
場
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
事
業
や
平
塚

市
民
病
院
将
来
構
想
な
ど
に
議
論
が
集
中
し
ま
し
た
。
ま
た
、
本
市
の
財
政
や
予
算
に
つ

い
て
の
質
疑
が
あ
っ
た
ほ
か
、
福
祉
の
分
野
で
は
、
町
内
福
祉
村
の
活
動
内
容
に
つ
い
て
、

経
済
の
分
野
で
は
、
中
小
企
業
へ
の
経
営
支
援
策
に
つ
い
て
、
環
境
の
分
野
で
は
、（
仮
称
）

次
期
環
境
事
業
セ
ン
タ
ー
の
整
備
に
つ
い
て
、
安
心
・
安
全
の
分
野
で
は
、
消
防
の
広
域

化
に
つ
い
て
な
ど
が
審
議
の
焦
点
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
質
疑
内
容
を
、
各
常
任
委
員
会
で
の
質
疑
も
併
せ
て
二
〜
五
面
と
八
面
に
、

ま
た
、
決
算
特
別
委
員
会
で
の
質
疑
を
六
面
に
ご
紹
介
し
ま
す
（
総
括
質
問
を
行
っ
た
議

員
名
と
主
な
項
目
は
七
面
に
掲
載
し
ま
す
）。

議
員

行
財
政
改
革
の
切
り

札
と
し
て
全
国
の
自
治
体
で

「
事
業
仕
分
け
」
が
行
わ
れ

る
中
、
本
市
で
も
市
民
な
ど

に
よ
る
外
部
評
価
や
事
業
選

択
の
仕
組
み
を
導
入
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。
外
部
評
価

者
に
つ
い
て
は
本
市
の
行
政

運
営
を
熟
知
し
た
者
を
選
定

す
べ
き
と
考
え
る
が
現
在
の

検
討
状
況
を
伺
い
た
い
。

企
画
部
長

行
政
評
価
の
外

部
評
価
手
法
の
一
環
と
し
て
、

事
業
選
択
手
法
を
二
十
一
年

度
に
試
行
的
に
実
施
す
る
こ

と
と
し
て
お
り
、
外
部
評
価

者
に
は
、学
識
経
験
者
や「
平

塚
市
行
政
改
革
を
す
す
め
る

懇
話
会
」
の
委
員
等
に
依
頼

す
る
方
法
を
視
野
に
、
さ
ま

ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
討
し
て

い
る
。

議
員

あ
る
政
策
シ
ン
ク
タ

ン
ク
と
行
政
が
協
力
し
て
行

う
「
事
業
仕
分
け
」
で
は
、

歳
出
を
削
減
す
る
効
果
は
あ

る
が
、
行
政
評
価
に
対
す
る

実
行
率
が
低
い
と
の
声
を
聞

く
。
外
部
評
価
に
よ
る
事
業

選
択
を
実
施
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
行
政
評
価
に
対
す
る
実

行
率
を
高
め
る
た
め
の
方
策

が
必
要
と
考
え
る
が
見
解
を

聞
き
た
い
。

企
画
部
長

二
十
一
年
度
の

試
行
結
果
を
踏
ま
え
再
度
検

討
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
よ

り
市
民
に
近
い
視
点
で
事
業

の
必
要
性
や
効
果
を
検
証
す

る
外
部
評
価
者
の
選
考
な
ど

は
そ
の
方
策
の
一
つ
で
あ
る

と
と
ら
え
て
い
る
。

議
員

内
部
評
価
で
あ
る
Ａ

Ｂ
Ｃ
分
析
で
は
、
一
つ
の
事

務
事
業
や
業
務
の
中
で
、
改

善
に
向
け
た
具
体
的
な
目
標

数
値
の
設
定
が
可
能
に
な
る

と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
分

析
を
、
取
り
組
み
や
す
く
効

果
が
期
待
で
き
る
事
業
で
実

施
し
、
外
部
評
価
と
連
携
さ

せ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
見
解

を
聞
き
た
い
。

企
画
部
長

Ａ
Ｂ
Ｃ
分
析
は
、

効
果
的
な
事
業
分
析
手
法
の

一
つ
と
認
識
し
て
い
る
が
、

さ
ら
な
る
事
務
の
増
大
を
招

く
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
分
析

自
体
が
目
的
化
し
て
し
ま
う

こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
。
ま
ず

は
、
事
務
事
業
評
価
等
の
事

業
分
析
の
精
度
を
高
め
、
成

果
重
視
の
行
政
運
営
を
図
っ

て
い
き
た
い
。

総
合
計
画
の
実
施
事
業

縮
小
・
先
延
ば
し
も

財
政
見
通
し
と
事
業
費

�
か
年
単
位
で
公
表

国
合
庁
と
の
一
体
整
備

連
絡
協
議
会
を
設
置

議
会
で

は
、
平
成

二
十
年
七

月
に
新
庁

舎
建
設
検
討
委
員
会
を
設
置

し
て
庁
舎
建
設
に
関
す
る
議

論
を
重
ね
て
き
ま
し
た
が
、

さ
ら
に
詳
細
な
検
討
を
行
う

た
め
、
新
庁
舎
建
設
特
別
委

員
会
を
設
置
し
ま
し
た
。
委

員
長
は
伊
藤
裕
議
員（
写
真
）、

副
委
員
長
は
出
村
光
議
員
、

委
員
は
片
倉
章
博
、山
口
聖
、

岩
田
耕
平
、
永
田
美
典
、
金

子
修
一
の
各
議
員
で
す
。

庁
舎
建
設
に
つ
い
て
は
、

学
識
経
験
者
、
議
員
、
市
民

等
で
構
成
す
る
策
定
委
員
会

か
ら
の
提
案
を
基
と
す
る
基

本
構
想
（
案
）
の
作
成
後
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
経

て
、平
成
二
十
年
十
月
に「
平

塚
市
新
庁
舎
建
設
基
本
構
想
」

が
策
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

新
庁
舎
建
設
特
別
委
員
会
を
設
置

正
副
委
員
長
を
選
出

景景気気のの後後退退 本本市市財財政政ににもも影影響響
２１年度は約７１億円の減収見込む

（�）平成��年（２００９年）�月��日

平成２０年１０月

新
庁
舎
建
設
基
本
構
想
が
策
定

最
適
な
設
計
者

選
定
の
可
否
問
う

ひらつか議会だより

試
行
予
定
の
事
業
選
択
手
法

外
部
評
価
者
ど
う
選
考

経
費
削
減
図
る
指
定
管
理
者
制
度

少
な
い
応
募
団
体
数
が
課
題

第 ��� 号
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